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●
は
じ
め
に

二
○
一
一
年
国
連
人
権
理
事
会
に

お
い
て
、『
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す

る
国
連
指
導
原
則
』（
以
下
、
指
導
原

則
）
が
、
日
本
を
含
む
参
加
国
の
全
会

一
致
で
承
認
さ
れ
た
。
人
権
保
護
と
い

う
国
家
の
国
際
上
の
義
務
を
再
度
確
認

し
、
規
模
や
セ
ク
タ
ー
に
関
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
人
権
を
尊
重
す

る
責
務
を
負
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
指

導
原
則
の
三
つ
の
柱
は
、
国
家
に
よ
る

人
権
保
護
の
義
務
、
企
業
に
よ
る
人
権

尊
重
の
責
任
、
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
で

あ
る
。
こ
の
指
導
原
則
を
い
か
に
実
行

し
て
い
く
か
―
国
連
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権

フ
ォ
ー
ラ
ム（United Nations Forum

 
on Business and Hum

an Rights

）
は
、

人
権
理
事
会
決
議
17
／
4
お
よ
び
26
／

22
に
も
と
づ
い
て
、
二
○
一
二
年
か
ら

国
連
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
本
部
で
開
催
さ
れ
て

い
る
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
を
テ
ー
マ
と

し
た
世
界
的
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
、
地
域
レ
ベ
ル
、

各
国
に
お
け
る
動
向
や
課
題
に
つ
い
て
、

様
々
な
セ
ク
タ
ー
や
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
お
け
る
具
体
例
や
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ

ィ
ス
を
交
え
な
が
ら
、
政
府
、
国
際
機

関
、
企
業
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
有
識
者
・
学
者

な
ど
、
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が

参
集
し
議
論
を
交
わ
す
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

あ
る

⑴
。本
稿
で
は
二
○
一
四
年
一
二

月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
行
わ
れ
た
第
三

回
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

指
導
原
則
を
中
心
と
す
る
、
ビ
ジ
ネ
ス

と
人
権
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー

ル
形
成
の
展
開
の
動
向
と
課
題
に
つ
い

て
論
じ
る
。

●
多
様
な
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
マ
ル
チ

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

指
導
原
則
成
立
か
ら
三
年
、
三
回

目
と
な
る
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ
ー
マ

は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
を
グ
ロ
ー
バ

ル
に
進
展
さ
せ
る
―
提
携
、
支
持
、
説

明
責
任
（A

dvancing business and 
hum

an rights globally: alignm
ent, 

adherence and accountability

）」

―
指
導
原
則
を
い
か
に
実
行
、
活
用

し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
人
々

の
人
権
と
尊
厳
に
貢
献
で
き
る
か
。
フ

ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
①
政
府
の
役
割
と
行

動
計
画
、
②
人
権
尊
重
と
い
う
企
業
責

任
を
経
営
方
針
・
実
務
に
ど
の
よ
う
に

入
れ
込
む
か
、
③
被
害
者
に
と
っ
て
有

効
な
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
ど
の
よ
う

に
確
保
す
る
か
、
④
国
際
金
融
や
貿
易

シ
ス
テ
ム
を
含
む
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
構
造
に
ど
の
よ
う
に
指
導
原
則

を
統
合
さ
せ
て
い
く
か
、
⑤
実
効
的
な

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン

ト
の
グ
ッ
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
は
い
か
な

る
も
の
か
、
な
ど
の
サ
ブ
テ
ー
マ
が
掲

げ
ら
れ
た
。

人
権
理
事
会
議
長
に
よ
る
歓
迎
の
辞

で
始
ま
っ
た
二
〇
〇
〇
人
に
も
上
る
参

加
者
が
会
す
る
総
会
場
で
の
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
、
ユ
ニ
リ
ー
バ
や
ネ
ス
レ
の
Ｃ
Ｅ

Ｏ
ら
が
登
壇
し
た
ハ
イ
レ
ベ
ル
・
パ
ネ

ル
な
ど
四
つ
の
プ
レ
ナ
リ
ー
セ
ッ
シ
ョ

ン
、
国
連
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
企

画
に
よ
る
二
一
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
各
国

政
府
機
関
、
研
究
機
関
、
大
学
、
法
律

事
務
所
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
に
よ
る
三
○
を

超
え
る
パ
ラ
レ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い

て
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
多
岐

に
わ
た
る
論
点
や
課
題
に
つ
い
て
活
発

な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
人
権

デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
つ
い
て
、

政
府
機
関
、
バ
イ
ヤ
ー
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ

ー
、
消
費
者
の
意
識
や
行
動
の
変
革
の

あ
り
方
、
実
践
例
や
課
題
を
、
ア
パ
レ

ル
、
食
品
加
工
、
海
運
業
な
ど
の
企
業

関
係
者
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
議
論
し
た
セ
ッ
シ

ョ
ン
、
政
府
調
達
に
お
け
る
人
権
配
慮

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
研
究
機
関
が
ア

メ
リ
カ
政
府
の
事
例
分
析
を
発
表
し
政

府
関
係
者
ら
と
議
論
し
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
、

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
し
て
会
社
法
の

改
正
や
反
人
身
取
引
法
の
制
定
、
域
外

適
用
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
や
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ

リ
カ
の
法
規
制
の
動
向
に
つ
い
て
法
律

事
務
所
の
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
イ
ヤ
ー
を
中
心

に
討
論
さ
れ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
難

し
さ
が
登
壇
者
と
フ
ロ
ア
の
や
り
取
り

で
率
直
に
議
論
さ
れ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
、

こ
の
六
月
に
採
択
さ
れ
た
強
制
労
働
を

禁
止
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
29
号
条
約
を
補
強
す

る
議
定
書
に
関
連
し
て
、
批
准
の
効
果
、

政
府
に
よ
る
企
業
に
対
す
る
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
監
査
に
関
す
る
支
援
、
移
民

労
働
者
の
権
利
保
護
を
議
論
し
た
セ
ッ

シ
ョ
ン
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
政
府
、
企

業
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
研
究
者
な
ど
複
数
の
視

点
か
ら
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。
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ビジネスと人権に関するグローバル・ルール形成の展開―「2014年 国連ビジネスと人権フォーラム」を振り返る―

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
政
府
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
み
せ
る
場
で
あ
り
、
企
業
の

ア
ピ
ー
ル
の
場
で
あ
り
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
訴

え
る
場
で
あ
り
、
有
識
者
・
学
者
に
よ

る
研
究
発
表
・
政
策
提
言
の
場
で
あ
る
。

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
グ
ロ

ー
バ
ル
レ
ベ
ル
、
地
域
レ
ベ
ル
、
各
国

に
お
け
る
動
向
を
知
り
、
議
論
し
、
課

題
に
向
き
あ
う
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

議
論
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー
ル
を
醸
成
し
て
い
く
。

●
パ
ス
カ
ル
・
ラ
ミ
ー
前
Ｗ
Ｔ
Ｏ

事
務
局
長
が
基
調
ス
ピ
ー
チ

今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
注
目
さ
れ
た

プ
レ
ナ
リ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ

は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ズ
ナ
ー
前
ア
メ
リ

カ
国
務
次
官
補
が
モ
デ
レ
ー
タ
ー
と
な

り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
シ
ス
テ
ム
と
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
の
連
結
を
議
論
し
た
セ

ッ
シ
ョ
ン
（“High-level discussion on 

strengthening the links betw
een the 

global econom
ic architecture and the 

business and hum
an rights agenda”

）

で
あ
っ
た
。
人
権
尊
重
の
企
業
活
動
が

求
め
ら
れ
る
一
方
、
企
業
は
異
な
る
国

際
機
関
や
政
府
機
関
、
異
な
る
制
度
の

規
制
や
監
督
下
に
あ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
、
世

界
銀
行
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
な
ど
、
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
わ
る
多
様
な
国
際

機
関
に
ま
た
が
る
政
策
の
一
貫
性
を
各

国
政
府
は
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
、

つ
ま
り
異
な
る
国
際
機
関
が
ど
の
よ
う

に
人
権
を
グ
ロ
ー
バ
ル
課
題
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
く
の
か
、
と
の
問
い
に
対

し
て
、
パ
ス
カ
ル
・
ラ
ミ
ー
前
Ｗ
Ｔ
Ｏ

事
務
局
長
は
こ
う
話
し
た
。

―
「
貿

易
、
経
済
、
金
融
を
対
象
と
す
る
国
際

機
関
と
し
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
が

存
在
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
古
典
的
経

済
シ
ス
テ
ム
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
人
権
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
垣
根
を
越
え
た
、
人
権
へ
の
取
り

組
み
が
必
要
で
あ
る
。
生
産
シ
ス
テ
ム

は
よ
り
複
雑
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
は
繋
が
っ
て
い
る
。
経

済
活
動
が
市
民
や
消
費
者
に
与
え
る
影

響
は
よ
り
大
き
く
な
り
、
市
民
や
消
費

者
か
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
圧
力
も
高
ま

っ
て
い
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
経
済
の
み

な
ら
ず
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
、
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、

最
大
の
貢
献
が
で
き
る
。
価
値
を
共
有

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
、
人
権
の
基
本
的
支
柱
と
な
る
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
が
必
要

で
あ
る
。
そ
の
推
進
に
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
両
方
か
ら
進
め

て
い
く
こ
と
だ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
築
こ
う
。」

●
注
目
は
Ｎ
Ａ
Ｐ

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
メ
イ
ン
テ

ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人

権
に
関
す
る
政
府
行
動
計
画
」（
Ｎ
Ａ

Ｐ: N
ational A

ction Plan

）
で
あ
り
、

至
る
と
こ
ろ
で
議
論
さ
れ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｐ

は
、
指
導
原
則
に
則
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
に
関
し
、
各
国
政
府
が
立
案
し
執

行
す
る
政
策
文
書
で
あ
る
。
そ
の
目
的

は
、
様
々
な
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
か
ら
の
ニ
ー
ズ
と
ギ
ャ
ッ
プ
、
具
体

的
・
実
行
可
能
な
政
策
と
目
標
を
明
ら

か
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
企
業

に
よ
る
人
権
侵
害
を
防
止
し
、
人
権
保

護
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は

Ｎ
Ａ
Ｐ
に
よ
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
に
対

す
る
期
待
を
明
ら
か
に
し
、
ビ
ジ
ネ
ス

界
が
指
導
原
則
を
実
行
す
る
こ
と
を
後

押
し
す
る
施
策
を
示
す
。
指
導
原
則
を

実
践
に
移
す
た
め
の
効
果
的
な
手
段
と

し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
を
作
成
す
る
こ
と
を
推

奨
す
る
国
連
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に

よ
る
報
告
書
が
二
○
一
四
年
八
月
国
連

総
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る

⑵（
表
１
）。

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に

お
い
て
、
人
権
理
事
会
議
長
そ
し
て
フ

ォ
ー
ラ
ム
議
長
は
、
す
べ
て
の
政
府
に

対
し
Ｎ
Ａ
Ｐ
の
準
備
を
要
請
、
政
府
は

Ｎ
Ａ
Ｐ
を
作
り
、
企
業
は
行
動
し
、
市

民
社
会
は
政
府
・
企
業
が
指
導
原
則
を

実
行
す
べ
く
支
え
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

Ｎ
Ａ
Ｐ
を
テ
ー
マ
に
し
た
国
連
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
主
催
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で

は
、
作
成
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
提

示
さ
れ
た
。

二
○
一
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
に

先
駆
け
て
Ｎ
Ａ
Ｐ
を
公
表
し
、
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責

任
）
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
新
戦
略
で
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
そ
の
作
成
に
取
り
組
ん
で

お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
が
次
々
と
発
表
し
て
い
る

（
表
２
）。
二
○
一
四
年
九
月
に
は
ア
メ

リ
カ
が
Ｎ
Ａ
Ｐ
作
成
を
表
明
し
、
本
フ

ォ
ー
ラ
ム
で
も
「
責
任
あ
る
市
場
の
形

成
に
お
け
る
政
府
の
役
割
」
と
題
さ
れ

た
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
ア
メ

リ
カ
国
務
省
の
担
当
者
が
登
壇
し
、
労

表 1　「ビジネスと人権に関する国連指導原則」の主な展開

2005 年 ジョン・ラギー氏が国連事務総長特別代表に任命される

2008 年 「保護・尊重・救済」枠組み」（ラギーフレームワーク）を
国連人権理事会が全会一致で承認

2011 年 6 月

「ビジネスと人権に関する国連指導原則」を国連人権理事会
が全会一致で承認
人権と多国籍企業に関する国連ワーキンググループ ( 国連
WG) が設置される

2012 年 12 月 第 1回国連ビジネスと人権フォーラム
2013 年 8 月 ラテンアメリカ・カリブ地域フォーラム（コロンビア）
2013 年 12 月 第 2回国連ビジネスと人権フォーラム

2014 年 6 月
国連人権理事会にてビジネスと人権に関して法的拘束力を
もつ国際条約に関する政府間ワーキンググループの新設を
決議

2014 年 6 月 国連人権理事会にて法的拘束力をもった文書の利点と限界
について現国連WGに調査させることを決議

2014 年 8 月 NAP 策定の重要性に関する報告書 ( 国連WG作成 ) が国連
総会に提出される

2014 年 9 月 アフリカ地域フォーラム（エチオピア）
2014 年 12 月 第 3回国連ビジネスと人権フォーラム
2015 年 アジア地域フォーラム開催予定（開催地未定）

（出所）国連人権高等弁務官事務所資料より作成。
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働
省
、
商
務
省
、
財
務
省
な
ど
複
数
の

省
庁
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
、
市
民
社
会
を
交

え
て
作
業
を
開
始
す
る
と
話
し
、
そ
の

動
向
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
同
セ

ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し

て
国
際
商
業
会
議
所
（International 

Cham
ber of Com

m
erce

）
の
代
表

者
が
「
Ｎ
Ａ
Ｐ
は
企
業
活
動
の
レ
ベ
ル

プ
レ
イ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
を
め
ざ
す

も
の
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
は
政
府
に

Ｎ
Ａ
Ｐ
を
作
成
す
る
よ
う
要
請
し
よ

う
。」
と
発
言
し
た
。

●
政
府
公
共
調
達
に
お
け
る
人
権

保
護
―
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
輸
出

信
用
・
Ｏ
Ｄ
Ａ

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
の
観
点
か
ら
、
政

府
調
達
は
大
き
な
市
場
で
あ
り
、
政
府

が
い
か
に
人
権
を
考
慮
し
て
物
品
・
サ

ー
ビ
ス
を
調
達
す
る
か
は
、
ま
さ
に
Ｎ

Ａ
Ｐ
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
示
す
。
前

掲
の
国
連
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
報

告
書
は
、
政
府
は
企
業
が
人
権
を
尊
重

す
る
よ
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る

べ
き
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
政
府
調
達

に
人
権
を
考
慮
す
る
か
を
Ｎ
Ａ
Ｐ
に
示

す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
例
え

ば
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
指
導
原
則
に
も

と
づ
く
責
任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
た
め
に
人
権
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ

ン
ス
や
関
連
す
る
リ
ス
ク
分
析
を
行
う

こ
と
を
求
め
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
政
府

調
達
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び

競
争
入
札
の
条
件
に
入
れ
込
む
。
契
約

後
は
、
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
説
明

責
任
を
果
た
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
と

な
る
。
同
様
に
、
輸
出
信
用
供
与
や
Ｏ

Ｄ
Ａ
な
ど
に
お
い
て
も
、
人
権
に
負
の

イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
は
供
与
し
な
い
こ
と
を
確
実
に
す

る
手
順
が
Ｎ
Ａ
Ｐ
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
発
注
先
に
は
、
人
権
イ
ン

パ
ク
ト
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
課
し
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行
中
に
お
け
る
人
権

イ
ン
パ
ク
ト
の
緩
和
措
置
お
よ
び
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
条
件
と
す
る
。

「
政
府
公
共
調
達
に
お
け
る
人
権
」

と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
ア
メ
リ
カ

の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
研
究
者
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
政
府
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お

け
る
最
大
の
バ
イ
ヤ
ー
で
あ
り
、
低
価

格
に
よ
る
調
達
、
物
品
の
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン
の
透
明
性
の
欠
如
、
そ
の
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
監
査
す
る
能
力
の
欠

如
に
起
因
し
、
政
府
調
達
が
人
権
侵
害

に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
調
査
リ
ポ
ー

ト
が
提
示
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省

の
官
僚
を
含
む
パ
ネ
ル
で
、
ど
の
よ
う

に
し
て
政
府
は
人
権
フ
ァ
ク
タ
ー
を
調

達
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
組
み
込
む
か
、

調
達
基
準
は
企
業
に
よ
る
人
権
尊
重
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
す
る
か

が
議
論
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
連
邦

レ
ベ
ル
で
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
が
、
す

で
に
四
○
を
超
え
る
自
治
体
に
お
い
て

政
府
調
達
基
準
に
人
権
項
目
を
入
れ
て

い
る
こ
と
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
政
府
調

達
方
針
を
見
直
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も

紹
介
さ
れ
た
。

ま
た
外
国
人
労
働
者
の
劣
悪
な
労
働

環
境
・
条
件
な
ど
の
人
権
侵
害
が
問
題

視
さ
れ
、
と
く
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ワ

ー
ル
ド
カ
ッ
プ
な
ど
の
開
催
に
お
い

て
、
政
府
は
人
権
を
保
護
す
る
自
ら
の

姿
勢
を
民
間
セ
ク
タ
ー
に
示
す
べ
き
で

あ
る
と
の
指
摘
が
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
な

さ
れ
た
。
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
に
関
連

す
る
移
民
労
働
者
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
プ
レ
ナ
リ
ー
に
お
い
て
も
、
カ
タ

ー
ル
の
移
民
労
働
者
に
対
す
る
ス
ポ

ン
サ
ー
制
度
（
カ
フ
ァ
ー
ラ
）
は
奴

隷
労
働
で
あ
る
と
国
際
労
働
組
合
総

連
合
（International T

rade U
nion 

Confederation

）
事
務
総
長
が
鋭
く

指
摘
し
、
そ
れ
に
対
し
、
二
○
二
二
年

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
が
問
題
視
さ
れ

て
い
る
カ
タ
ー
ル
政
府
代
表
の
弁
解
は

説
得
力
を
も
た
な
か
っ
た
。

●
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー
ル
形
成
の

ゆ
く
え
―
企
業
の
ス
ペ
ー
ス
を

狭
め
な
い
た
め
に

二
○
一
四
年
六
月
国
連
人
権
理
事
会

に
お
い
て
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
し
、

二
つ
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
ひ
と
つ

は
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
南
ア
フ
リ
カ
政
府

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
、
多
国
籍
企
業

を
規
制
す
る
た
め
に
法
的
拘
束
力
を
も

つ
文
書
の
作
成
を
目
的
と
す
る
政
府
間

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
新
設
を
求
め

る
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ノ
ル
ウ
ェ

ー
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
、
法
的
拘
束

力
を
も
つ
文
書
の
利
点
と
限
界
に
つ
い

て
現
在
の
国
連
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

に
調
査
報
告
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

前
者
は
賛
成
二
○
、
反
対
一
四
、
棄
権

一
三
で
可
決
、
後
者
は
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
た
。

ハ
ー
ド
ロ
ー
か
ソ
フ
ト
ロ
ー
か

―

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
・
セ

ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
エ
ク

ア
ド
ル
政
府
代
表
が
法
的
拘
束
力
の
あ

表 2　 指導原則に基づく行動計画 (National 
Acotion Plan) 策定に関する各国の動向

NAP 策定・公表している国
イギリス 2013 年 09 月
オランダ 2013 年 12 月
デンマーク 2014 年 04 月
フィンランド 2014 年 09 月

NAP 策定作業を開始している国
欧州地域
アゼルバイジャン　ベルギー　イタリア　
フランス　ドイツ　ギリシャ　アイルランド
ラトビア　リトアニア　ノルウェー　
ポルトガル　スロベニア　スペイン　スイス

ラテンアメリカ地域
アルゼンチン　コロンビア　メキシコ

アフリカ・中東地域
ガーナ　ヨルダン　モーリシャス
モザンビーク　モロッコ

アメリカ
（出所）Business & Human Rights Resource Centre、国連人権高等弁務
官事務所、各種報道より作成。
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ビジネスと人権に関するグローバル・ルール形成の展開―「2014年 国連ビジネスと人権フォーラム」を振り返る―

る
国
際
条
約
が
必
要
で
あ
る
と
強
く
主

張
、
続
い
て
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
代
表
の
パ
ネ

リ
ス
ト
が
企
業
は
法
規
制
が
な
け
れ
ば

何
も
し
よ
う
と
し
な
い
、
多
国
籍
企
業

を
規
制
す
る
国
際
条
約
が
必
要
で
あ
る

と
力
説
し
た
。
そ
れ
に
対
し
フ
ロ
ア
か

ら
、国
際
使
用
者
連
盟
（International 

O
rganization for Em

ployers

）
の

参
加
者
が
、
企
業
の
動
け
る
ス
ペ
ー
ス

を
狭
め
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
、

多
国
籍
企
業
な
ど
と
い
う
大
き
な
存
在

で
は
な
く
、
町
工
場
の
使
用
者
に
よ
る

小
さ
な
行
動
か
ら
変
化
が
起
こ
る
の
だ

か
ら
と
発
言
し
た
。

多
国
籍
企
業
を
規
制
す
る
法
的
拘
束

力
を
も
つ
新
た
な
国
際
条
約
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
主
張
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
は

大
き
な
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。
前
述
し

た
、
法
的
拘
束
力
を
も
つ
文
書
作
成
を

目
的
と
す
る
新
た
な
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
を
設
置
す
る
と
い
う
、
人
権
理
事

会
の
決
議
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
。

こ
れ
は
、
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
の
対
話
を
重
ね
成
立
し
た
指
導
原
則

以
前
、
す
な
わ
ち
人
権
規
範
を
め
ぐ
る

企
業
・
先
進
国
VS
市
民
社
会
・
途
上
国

と
い
う
、
か
つ
て
の
深
い
対
立
の
構
図

へ
の
後
戻
り
を
惹
起
さ
せ
る
。
人
権
理

事
会
で
の
決
議
の
数
カ
月
後
の
九
月
に

ア
メ
リ
カ
が
、
そ
し
て
一
一
月
に
ド
イ

ツ
が
Ｎ
Ａ
Ｐ
作
成
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
表
明
し
た
こ
と
は
、
指
導
原
則
の
有

効
性
を
支
持
す
る
意
図
が
あ
る
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
最
後
に
、
指
導
原
則

の
草
案
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ラ
ギ
ー
氏

は
こ
う
結
ん
だ
。
―
「
指
導
原
則
は

ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
と
義
務
の
賢
い
組
み
合

わ
せ（sm

art-m
ix

）で
あ
る
。
指
導
原

則
か
国
際
条
約
か
と
議
論
を
分
極
化
す

べ
き
で
は
な
い
。
各
国
政
府
の
動
き
は

緩
や
か
か
も
し
れ
な
い
が
確
実
に
前
進

し
て
い
る
。
中
国
で
さ
え
海
外
で
の
資

源
採
掘
に
関
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作

成
し
た
。
国
際
法
曹
協
会
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

様
々
な
取
り
組
み
が
み
ら
れ
る
。
指
導

原
則
に
よ
っ
て
人
権
侵
害
が
緩
和
さ
れ

た
と
い
う
い
く
つ
か
の
例
も
聞
く
。
多

国
籍
企
業
を
縛
っ
て
も
ラ
ナ
プ
ラ
ザ
の

工
場
主
は
そ
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
条

約
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
定
義
が
難

し
く
そ
こ
か
ら
遺
漏
す
る
も
の
が
あ
る

だ
ろ
う
。
漸
進
的
な
歩
み
で
あ
る
が
、

法
的
拘
束
性
云
々
よ
り
も
指
導
原
則
の

実
行
を
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。」

●
日
本
の
課
題
―
期
待
と
懸
念
に

応
え
る

世
界
の
政
治
経
済
、
社
会
環
境
つ
ま

り
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
は
急
速
に
変
化
し
て

い
る
。
指
導
原
則
を
支
柱
と
す
る
「
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
課
題
の
認

識
、
理
解
、
政
策
、
枠
組
み
、
ル
ー
ル

形
成
、
実
務
に
つ
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル

レ
ベ
ル
、
地
域
レ
ベ
ル
、
セ
ク
タ
ー
レ

ベ
ル
そ
し
て
各
国
に
お
け
る
動
向
を
知

る
必
要
が
あ
る
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
そ

れ
ら
を
共
有
し
、
将
来
の
方
向
性
を
示

す
場
で
あ
る
。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
世
界
三
位
で
あ
る
日
本
の
政

府
お
よ
び
企
業
へ
の
期
待
と
懸
念
は
大

き
い
。
政
府
調
達
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
ス
ポ
ー

ツ
大
会
で
の
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
調
達

に
お
い
て
、
政
府
は
人
権
を
保
護
す
る

自
ら
の
姿
勢
を
民
間
セ
ク
タ
ー
に
み
せ

る
必
要
が
あ
る
と
議
論
さ
れ
、
責
任
あ

る
市
場
形
成
と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は

パ
ネ
リ
ス
ト
の
ひ
と
り
が
、
環
境
や
人

権
に
関
す
る
法
整
備
が
整
っ
て
い
な
い

ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
日
本
か
ら
の
投
資
に

つ
い
て
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
日

本
企
業
は
、
指
導
原
則
を
活
用
し
て
、

と
く
に
新
興
国
や
途
上
国
に
お
け
る
人

権
課
題
と
企
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
責

任
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
理
解
と
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
政
府

に
は
、
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

協
働
し
、
政
府
と
し
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
に
関
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
そ

し
て
日
本
企
業
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を

後
押
し
す
る
政
策
が
望
ま
れ
る
（
参
考

文
献
①
）。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
年
次
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
先
立
ち
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に

関
す
る
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
二
○
一
三

年
八
月
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
二
○
一

四
年
九
月
に
ア
フ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
。

二
○
一
五
年
は
ア
ジ
ア
地
域
で
の
開
催

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
人
権
と
ビ
ジ
ネ

ス
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ル
ー
ル
形

成
に
お
い
て
日
本
の
プ
レ
セ
ン
ス
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

（
や
ま
だ　

み
わ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

法
・
制
度
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ス
テ

ー
ト
メ
ン
ト
な
ど
の
詳
細
はhttp:/

/w
w
w
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anrights

⑵
詳
細
は
第
六
九
回
国
連
総
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A
／
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／
263
に
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ワ
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キ
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ル

ー
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N
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Pages/Reports.aspx
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